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訴訟

【最高裁　平成10年（オ）第６０４号
平成11年７月16日第２小法廷判決】

　この裁判では、製造工程中で単純方法である測定方

法の特許発明を使用して得られた、結果物としての医

薬品の販売行為等を、当該特許権に基づいて差し止め

できるかが争点となった。

　原審は、「本件発明は、概念的には方法の発明であ

るが、本件方法が上告人医薬品の製造工程に組み込ま

れ他の製造作業と不即不離の関係で用いられているこ

とからすれば、実質的に物を生産する方法の発明と同

視することができ、本件特許権は、本件発明を用いて

製造された物の販売についても侵害としてその停止を

求め得る効力を有する」と判断した。

　これに対し最高裁は、「・・・方法の発明と物を生

産する方法の発明とは、明文上判然と区別され、与え

られる特許権の効力も明確に異なっているのであるか

ら、方法の発明と物を生産する方法の発明とを同視す

ることはできないし、方法の発明に関する特許権に物

を生産する方法の発明に関する特許権と同様の効力を

認めることもできない。・・・本件発明が物を生産す

る方法の発明ではなく、方法の発明であることは明ら

かである。本件方法が上告人医薬品の製造工程に組み

込まれているとしても、本件発明を物を生産する方法

の発明ということはできないし、本件特許権に物を生

産する方法の発明と同様の効力を認める根拠も見いだ

し難い。・・・本件発明は物を生産する方法の発明で

はないから、上告人が、上告人医薬品の製造工程にお

いて、本件方法を使用して品質規格の検定のための確

認試験をしているとしても、その製造及びその後の販

売を、本件特許権を侵害する行為に当たるということ

はできない。・・・本件発明が方法の発明であり、侵

害の行為が本件方法の使用行為であって、侵害差止請

求としては本件方法の使用の差止めを請求することが

できるにとどまることに照らし、上告人医薬品の廃棄

及び上告人製剤についての薬価基準収載申請の取下げ

は、差止請求権の実現のために必要な範囲を超えるこ

とは明らかである。」と判示した。

　このように、単純方法の発明は、生産（製造）方法

の発明に比べて権利行使において制約を受ける。よっ

て、出願時において、単純方法の発明であっても生産

方法の発明のように規定できないか検討することは有

益であると思う。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・黒木義樹）

【東京高裁　平成12(ネ)3780、3781、3810
損害賠償等請求各控訴事件】

　イタリアの実銃メーカーと玩具銃にかかる実銃の商

品等表示を付して使用することについて全世界的な独

占使用権を取得する旨のライセンス契約を受けた日本

の玩具銃製造・販売業者（控訴人）が、かかる標章を

玩具銃に使用している日本の他の玩具銃製造・販売業

者（被控訴人）に対して、控訴人表示は控訴人らの業

務にかかる著名な商品等表示又は需要者に広く認識さ

れている商品等表示に該当し、被控訴人の行為は不正

競争防止法２条１項２号又は１号の不正競争行為に該

当する、として差止請求及び損害賠償請求を求めた事

案である。

　原審（東京地裁　平成10(ワ)21507）は、被控訴人ら

の不正競争の成立を否定（被告商品及びそのパッケー

ジ等に被告各表示を付することが「商品等表示」とし

ての「使用」に当たるということはできない）とした

のに対し、控訴審では、「商品等表示」は一律に商品

等表示にあたらない（「使用に当たらない」）とする

ことは妥当ではなく、実銃を模した玩具銃を製造、販

売するにあたり、商品等表示の使用について実銃メー

カーの許諾を得る慣行の存在について取引者･需要者

の認識が定着している場合には、広義の混同惹起行為

に該当する可能性があるとした上で、本件は、我が国

における実銃の流通の特殊性をも考慮し、被控訴人各

商品等に控訴人の商品等表示と同一表示が付されてい

ても、その玩具銃が、控訴人の業務に係るものと誤信

されるおそれはなく、いわゆる商品化事業を営むグル

ープに属する関係の営業主体の業務に係るものとも誤

信しないとし、不正競争防止法２条１項１号の所定の

広義の混同惹起行為にも当たらないと判示した。（２

号の表示の著名性についても、否定されている）。

（詳細についての問い合わせ：弁理士・光野文子）

★判例の詳細な情報が必要な方は、各判例の担当者にTEL、FAX、メール等でお問い合わせ下さい。
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